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併　用　♯　遭　楓　定　義
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三朝町罷免の遠島竹田各線を営林尊書葉上の皐食によさ併

用准逮托するた妙.下起集頚に&少慈愛した甲で､本書年並
｢     I_  . I     :～

%作成し双方配名称帝如ネぎ1濃奇保有す箸ものとナ女声で

昭和　　年　　長　　EL
ヽ　　　　　　.　　　　　　'　　　　　　.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

J･　　　　　　･.1

(甲卜　三嶋町長　　L坂　出　環.己

ち

(乙I　合音営林署長　川一越　孝.之

記

1この協定で三廟町を甲､倉膏営林藩を乙とする｡　　　y■ FL

男　との遠島の管頚尊姓甲とする｡-

さ　併用林適に頒入する道路姓
起点　県尊称慶繊向庶凍上交点

･ (ノ　　　　　　　　　　　)

終点　中韓国有林之3♯妊区...

の区軌延長上780九.轄農8.,6仇とする｡　J′√ヤん√彩1

4p　乙はこの遠路¢併用の老由が解消したと官めたと寺.甲　警

ー■

と海戦のうえ飲用を解除するものとする.
＼

8　甲は1との道路が併用されている期間中に､この連勝を

廉止し又比この道路妊ともなう棟判を弟三者忙iI淡する
I   ′′

場合に壮乙に協議しそ中幕蕗を受けなければ怠らない｡
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B　との道路の管理者は.'＼この遭路を'常時良好孝状態に保つ

よう恵めなければならない.

Jt　この適格工尊は､農期と′して真義の掛合壷もと托して甲
･ヽ

_-a.ヰー蓮華執鼓のうえ細区分を定め･それぞれ細鵬乗施す
敏　　　もものとする｡　　　　　　き

●                    ㌔ -■  ㌔       ヽ

ざ1-8 -前7¢負捜痩身をごえてエ串を行な!L主遷軌孝の費用

は乗海したものの魚麹とする●
∈ヨ

?海蛙､A乙が実施した災専軌日工如‡.択専轡時蔑東園

庫負麺金また比補助金の対象と浸らないよう清見するも

のとする｡

この道路の席殊倦繕また比改良等モ特に営林局尊春美ヰ

必賓あるもの綻ついては.萩方常態の争えその施帝蛙乙

乾かhtてすることがで奉るものとする｡

斗○ト:帝は､＼乙がこの道魚拓錦する王事をおこなう葛食紅かh
ユー｣. IJ‰　閥必妻とする林道用地の取簿等の薄まを.甲4)免租托お

A./

いてかこ患うものとする●

Aj　もd適格拡崩する費用′の魚類姓､国有林舞台畿穐貫貴人
メ

および国有林野串巣の嶺良人忙対して妊一切輯練しなれ

ものとするi

●
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1之　奉像恵に定められていない事項妊ついて払その都藍

甲乙協藩,Lて定めるものとするQ

15　との遠路の併用協愛耕間は､港定麻績の日から3年佃

とする｡ただし､必賓拓応じ甲.乙協畠のうえ期間葱-ゴダ

更新す為ととができ為ものとする●
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